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びに包まれました。しかし、順風満帆に40周年

を迎えたわけではありません。平成13年には独

立行政法人となり、平成18年には国立青少年教

育振興機構に移行し、国立室戸青少年自然の家

へ名称変更されました。国の事業見直しによる

存続の危機もありました。施設利用率、宿泊稼

働率が50％を割ると廃止となる基準は今も変

わっていないようです。 

 青少年自然の家では、室戸ジオパークとの連

携など多彩な研修メニューがあり、教育旅行に

十分活用できます。１泊２日の教育旅行は、近

年問題になっている中１ギャップの解消にも役

立つとお聞きをいたしました。室戸青少年自然

の家の目標である、規律、協同、友愛、奉仕の

精神を、海や山の自然体験活動を通じて育むこ

とができます。費用もリーズナブルな価格設定

となっております。子供たちの心身を鍛え、仲

間意識や助け合いの心の育成のためにも、室戸

青少年自然の家など教育施設で子供たちが泊ま

り込みの研修を行うことも大切と思います。 

 教育長に要望させていただいて私の一切の質

問といたします。ありがとうございました。（拍

手） 

○桑名委員長 以上をもって、弘田委員の質問は

終わりました。 

 ここで５分間休憩をいたします。 

   午後３時39分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時45分再開 

○桑名委員長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 一問一答による質疑並びに一般質問を続行い

たします。 

 依光委員の持ち時間は60分です。御協力をよ

ろしくお願いをいたします。 

○依光委員 予算委員会２日目、最後の質問の機

会をいただきました。私にとっては、待ちくた

びれたではなくて待ちわびた質問機会でござい

ます。60分間よろしくお願いいたします。 

 私はこれまで、高知県の活性化について地域

地域の集落を単位とした議論をさせていただい

ております。高知県の歴史ある集落を守ってい

くことが多様性ある土佐文化を守ることにつな

がり、土佐人としてのアイデンティティー、誇

りにもつながると信じているからです。 

 平成25年９月定例会で、高知県が過去に行っ

た集落調査についてホームページに公表しては

どうかと質問させていただき、すぐに対応して

いただきました。検索サイトで高知県と集落調

査の２つのキーワードを入れていただければ、

中山間地域対策課の、過去の集落調査について

というページで国勢調査の結果をもとにした集

落別の人口推移を昭和35年から平成12年まで見

ることができます。 

 ちなみに、私の住む家は中村という集落区分

に入ります。この中村は地図にはない地名で、

回覧板とか氏神様をお祭りする単位として機能

していて、生活する上で最も身近なコミュニ

ティーの単位となっています。ちなみに、大字

は楠目といい、中村のほかの小字としては、フ

ラフ工場のある談議所、予岳寺のある予岳、ゴ

ルフ場のある油石、伏原大塚古墳のある伏原、

そして平田、前行の７つで構成され、明治初年

には楠目村という単位でした。その後、明治22

年の町村制の施行により大法寺村、植村と合併

して大楠植村、そして土佐山田町、香美市へと

合併して今に至ります。 

 １つ要請をさせていただきます。平成17年の

県の集落調査は、中村の集落区分ではなく大楠

植村の区分で人口があらわされ、平成23年度の

平成22年分は、高知県集落の実態調査に重きが

置かれたため個々の集落人口の記述はなく、少
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し残念に思います。平成27年の国勢調査に基づ

いた集落調査も来年度行うと思いますが、その

際にはできるだけ詳細に、かつ過去のデータと

の連続性が保てるようつくっていただきたいと

要請させていただきます。 

 さて、私がこだわる昭和35年時の集落区分で

すが、過去の高知県政において、農業センサス

の調査区をもとに市町村の実情に応じて独自に

整理した区分であるとお聞きしています。私は、

この集落区分を使って、国の地方創生の議論や

尾﨑県政のあらゆる課題解決についての新たな

視点が生み出せるのではと考えています。簡潔

に述べれば、高知県のあらゆる課題を文化的・

歴史的背景を持つ小さな集落コミュニティーで

解決していこうということになります。このコ

ミュニティーは、自分の集落は自分で守るとい

う自主自立の合意形成を最も醸成しやすい単位

としても評価しています。 

 まず最初に、人口減少が進む日本の中のさら

に人口面で厳しい高知県の集落において、地域

地域の小さな集落を守るためにどのような施策

を展開しようと考えているのか、中山間対策・

運輸担当理事にお聞きをいたします。 

○金谷中山間対策・運輸担当理事 本県の中山間

対策、これは総合対策といたしまして３層の取

り組みで進めております。成長戦略とアクショ

ンプランの取り組みが届きにくい地域地域の小

さな集落対策には、３層目の対策に当たります

集落活動センターの取り組みを進めております。

この取り組みによりまして、しっかりと集落機

能の維持・再生を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 また、そうした取り組みが届かない地域につ

きましては、必要とするところには生活用水の

確保のための環境整備など、住み続けていく上

で必要な生活支援の取り組みがしっかりと行き

届くように取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○依光委員 ありがとうございました。 

 まずは、わかりやすい中山間対策から議論を

深めていきたいと思います。 

 高知県は、中山間対策の最後の切り札として

県内130カ所を目標に集落活動センターの導入を

進めています。来年度の予算でも、開設をスピー

ドアップすべくパンフレットの作成やフォーラ

ムの開催、また開設した集落活動センターの情

報交換を目指して連絡協議会も立ち上げるとし

ています。 

 私は、高知県の集落を守っていくことは待っ

たなしであると感じておりまして、手を挙げた

地域を県が応援していくことに加え、県が集落

活動センターをつくるべき地域について戦略的

に働きかけていくことも重要ではないかと考え

るところです。 

 香美市を例に集落活動センターをつくるべき

場所を選定するとすれば、それは消防団の分団

のある集落であると思います。香美市には、現

在、旧土佐山田町に９つ、旧香北町に６つ、旧

物部村に４つの消防団があります。その中で、

旧土佐山田町だけは人口規模が特に小さい３つ

の分団で考え、香美市内で最終的に13カ所を目

指します。ちなみに、旧土佐山田町は、佐岡、

新改、繁藤の３カ所、旧香北町は美良布、暁霞、

日ノ御子、永野、猪野々、西川の６カ所、旧物

部村は大栃、岡ノ内、神池、五王堂の４カ所と

なります。過去には、これらの集落にはそれぞ

れ小学校があったのですが、現在では物部町大

栃に大栃小学校、香北町美良布に大宮小学校と

旧物部村と旧香北町には小学校が１つずつ、中

学校が１つずつとなっております。また、土佐

山田町の佐岡小学校と繁藤小中学校はそれぞれ

平成25年に休校となりました。 

 消防団の分団のある集落は、自分の地域は自

分で守るという意識を持った住民が多くいらっ
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しゃって、過去には小学校もあったという背景

から近隣の集落に比べ人口が多い拠点集落です。

こういった集落の人々は責任感が強く、先の見

通しや経営についての完璧さを求めるがゆえに、

集落活動センター設置に十分な地域の力があっ

ても設置に向けて手を挙げないということも感

じます。 

 集落活動センターの立ち上げについて、小学

校区または中学校区単位の集落構成で考えてい

ると思いますが、消防団の分団も小学校区単位

の集落で構成されていることが多く、また分団

の屯所のあるところはその集落の中心地となっ

ています。 

 そこで、県として集落活動センターの立ち上

げについて消防団の分団のある集落を重点集落

と設定し、戦略的に働きかけるお考えはないか、

中山間対策・運輸担当理事にお聞きをいたしま

す。 

○金谷中山間対策・運輸担当理事 集落活動セン

ターの活動の範囲をどう選択するかは、地域や

市町村の考えによることを基本としており、あ

らかじめ設定した要件で進めていくという方法

が地域で受け入れられるのかという懸念もござ

いますが、消防団の分団がある集落などはセン

ターの候補地として有望と思われますので、候

補地の検討の際にはそうした視点も意識しなが

ら市町村とも協議をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○依光委員 ありがとうございます。 

 当然、市町村が考えていかんとということは

よくわかります。香美市において自分がすごく

感じるのは、先日の土曜日に香美市の合併10周

年ということでセレモニーがあったんですが、

私が言われることに、合併効果って本当にあっ

たのかという話をよく聞きます。そういう意味

では、今の旧物部村においては大栃小学校、大

栃中学校、旧香北町においては大宮小学校と香

北中学校、ここを残すためにもう自分は待った

なしだと思っていまして、手を挙げることを待

つという時間的余裕が本当にあるのかなという

ふうにも思うんです。 

 ですから、市町村との連携を地域本部も頑張っ

ていただいておりますんで、また私もやっぱり

力を入れて住民の方とも議論させていただきた

いと思いますが、この辺は戦略的にということ

も、また検討をぜひしていただきたいと思いま

す。 

 次に、Ｔ型集落点検の導入支援についてお聞

きをいたします。 

 高知県の中山間地域に住む多くの人々は、高

度経済成長期に地元小学校を統廃合により失

い、農協の合併により地元出荷場を失い、また

市町村合併により役場機能まで大きな町に奪わ

れていきました。そんな中、中山間地域の住民

の皆さん方の中には、諦めの気持ちが先に立ち、

集落の将来について、自分たちがいなくなった

ら集落が消滅するのも仕方がないと覚悟を決め

られている場合もあります。 

 今議会においても、県は尾﨑知事を先頭に集

落を守るんだという意気込みを語られていまし

たが、私も集落の皆さん方に踏ん張っていただ

きたいし、希望を持てる何かを提供できないか

と考えています。 

 そこで、私はＴ型集落点検を実施して、集落

の持つ潜在的なマンパワーを見える化して、今

は外で生活している地元出身者を集落の頼もし

い助っ人にできるような環境をつくり出したい

と思います。 

 このＴ型集落点検は熊本大学の徳野教授が提

唱されている方法で、家系図を描いた際のお父

さん、お母さん、子供という関係がＴ字型に見

えることからつけられ、集落に何らかの縁があ

る地元出身者を全て書き出すというものです。 

 集落の人口推計を見れば、10年後に人口半減
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などという数字が示され、暗い気持ちになるこ

とが多いのですが、このＴ型集落点検は集落の

潜在的な応援団を明示でき、まだまだやれると

前向きな取り組みを生み出せます。 

 県内で大学生が地域に入ってやっている事例

もありますが、改めて手順をお話しします。 

 １、模造紙に集落の地図と家を書く。２、家

ごとの家族構成を家系図の形で書く。現在住ん

でいる人と集落外に出ている人を色分けする。

３、空き家やかつて家があった場所でも同様の

作業をする。４、世帯ごとに丸で囲み、他集落

の世帯は住所も書く。５、他集落に住んでいる

人と現在集落に住んでいる人とのきずなの深さ

を明示する。 

 集落を出た人に光を当て、集落の維持・活性

化に協力してもらうというこのＴ型集落点検は

非常に有効な手段と思いますが、県としてどう

評価をしているか、また取り組みを広げるため

に市町村や大学に働きかけるとともに、大学生

などが地域へ入っていく活動のバックアップが

できないか、中山間対策・運輸担当理事にお聞

きをいたします。 

○金谷中山間対策・運輸担当理事 お話のござい

ましたＴ型集落点検は、小字単位の集落で行う

地域力を再確認するための話し合いの手法とし

て有効であるとお聞きをしております。 

 センターの仕組みを住民の方に説明する際な

どにＴ型集落点検による手法を紹介したことも

あり、今後も研修や協議の場で紹介をしてまい

りたいと考えております。 

○依光委員 ありがとうございます。Ｔ型集落点

検というのは、今自分が県政とか県議会の中で

余り聞くことがなくて現場では結構使われてい

るんだと思うんですが、またそこら辺は情報共

有をしていただければと思います。 

 やっぱり、集落の人口は減っていくんですけ

れども、集落によっては例えば大きなお祭りの

ときに住民みんなが集まるとか、あとは平山地

区とかで運動会をやったりとかして、そういう

ときに昔いた人が集まると、そういう人たちが

休みの日とかに集落に入って田んぼを手伝うと

か、やっぱりそういうことはすごくいいことだ

と思いますし、そういうことをやることによっ

て地元の方も元気になるし、ルーツを知るとい

うことはやっぱりいいことだと思いますんで、

ぜひとも進めていただきたいと思います。 

 次に、南海トラフ地震対策と中山間地域の連

携について質問させていただきます。 

 南海トラフ地震発災後、高知市では長期浸水

が言われており、発災１週間後において県全体

の避難所の収容能力がいまだに約４万人不足す

るなど、長期の避難生活が予想されているとこ

ろです。 

 そこで、これまで沿岸部と津波の被害のない

中山間地域の交流を日ごろから行うことにより、

いざというときには顔見知りが多い中山間地域

で避難生活を送るという仕組みが議論されてき

ました。また、津波で家が流された被災者のた

めに仮設住宅をつくる必要がありますが、中山

間地域の使われていない空き家を行政が借り上

げて改修し、いざというときに備えるという空

き家活用促進事業も県内各市町村に広がってい

ます。 

 一方で、沿岸部と中山間地域の交流をも目的

としていた平成26年度の結による支え合い推進

事業は、27年度には集落の維持・活性化につい

ては大学などによる地域との協働体制が確立さ

れてきたためということで、集落活動センター

や高知ふるさと応援隊の活動に集約され、廃止

されました。 

 私は、いざというときには中山間地域の集落

が都市部の住民を受け入れる体制づくりという

のは非常に重要な視点で、できれば数値目標も

盛り込んだ形で受け入れ可能人数のボリューム
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をふやしていくような仕組みづくりが必要では

ないかと考えるところです。この交流拠点につ

いては、先ほど話をした消防団のある集落に防

災拠点機能を持たせて集落活動センターとして

機能強化できれば、かねてからの沿岸部と中山

間地域の交流を推進することも可能となります。 

 現在、他市町村からの避難者数や受け入れ施

設の収容能力を集計し、広域避難の検討を進め

ていますが、消防団の分団が置かれている集落

における市町村が指定する避難所について、都

市部からの避難者を周辺地域に加えて中山間地

域で受け入れることも考えられると思いますが、

危機管理部長にお聞きをいたします。 

○野々村危機管理部長 広域避難につきまして

は、現在、県内を安芸、中央、高幡、幡多の４

つの圏域に分けて検討を進めておるところでご

ざいます。 

 これらの圏域ごとにそれぞれの市町村におい

て地域ごとで避難所における収容人数の過不足

を調整するとともに、利用可能となる施設の洗

い出しを行い、これらの耐震化や学校の教室利

用など避難所の確保対策を促進してきていると

ころでございます。 

 広域避難につきましては、できるだけお住ま

いの近くの市町村の避難所に避難していただく

ことが望ましいと思っておりますが、最大クラ

スの地震を想定した場合、現時点では発災１週

間後で約４万人分が不足しておりまして、県内

の全避難所のうち受け入れに余裕のあるものは

全て活用しなければならないという状況であり

ます。お話のありました、中山間地域にあった

小学校などで地震対策に対する避難所としての

条件を備えている施設については、受け入れの

余裕がある場合は広域での避難所としてぜひ活

用していただきたいというふうに思っておりま

す。 

○依光委員 続けて、受け入れ側の避難所におい

て資機材整備や環境整備が必要と考えますが、

その支援策はあるか、危機管理部長にお聞きを

いたします。 

○野々村危機管理部長 避難所への資機材や環境

の整備は、簡易トイレなどの資機材や倉庫、防

災井戸などの整備を補助の対象として、平成26

年度から支援してきたところでございます。 

 来年度からは、新たに避難所の開設方法や運

営体制を定めた避難所運営マニュアルを作成し

たものに対して、補助率をかさ上げして運営に

必要な資機材や環境整備を支援する予定でござ

います。 

○依光委員 ありがとうございます。 

 前向きな御答弁やったと思いますが、私がこ

こで考えていただきたいのが、昔からあった集

落というのは、そもそもそこに水と食料とエネ

ルギーがあったから集落があったんだと思いま

す。当然、水があるんで田んぼをして、そして

食料を生産してエネルギーはまきとかそういう

ものがあるんで、高知県でも災害が多くて孤立

集落になって助けに行かんといかんといって、

行ったらおじいさんおばあさんは全然平気な顔

をしていたというような話も聞くんですが、やっ

ぱり先人の生きる知恵というか、電気がとまっ

ても全然平気というような集落があったりもし

ます。そこで思うのが、資機材整備というとこ

ろも、例えばトイレをたくさんつくっておいて、

集落活動センターになれば日常は大学生が行っ

たりして交流して、いざとなったら避難すると。

簡易トイレという話もありましたけれども、で

きるならば固定のトイレをつくっていただき、

集落活動センターの試みと中山間対策の試みを

一緒に整備できれば、かなり形になるんではな

いかなと思いますんで、また部局を超えて検討

していただければと思います。 

 次に、中山間集落と日本一の健康長寿県構想

に関連してお聞きをいたします。 
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 高知県は、県民の誰もが住みなれた地域で安

心して暮らし続けられるためにということで、

中山間地域での福祉サービスにも力を入れてい

ます。私は、このことに対して非常に頼もしく

思っております。 

 高知県の中山間地域には70代、80代の方々も

多くいらっしゃって、例えば家族とともにユズ

をつくって今でも働いているという方もいらっ

しゃいます。国の地方創生の議論の中で、都市

だけに人口を集めるコンパクトシティー推進論

や都市部での人口のダム論という話があります

が、不便な土地から便利な都市に人を移せとい

うような議論は大きなお世話だと怒りを覚えま

す。交通の便が悪いところに住む人への医療・

介護支援は非効率という暴論です。しかし、そ

もそも不便と言われているところに住んでいる

方々は、身も心も健康な方が多く、医療費をた

くさん使っているとは思えません。日常の生活

の中で畑仕事などにより体を動かし、新鮮な野

菜を中心とした豊かな食生活なのですから、一

生涯を通じた医療費で見れば都会で一生を送る

方よりもトータルで安いのではと思います。 

 私の仮説ですが、都会で一生涯過ごす方と中

山間地域で一生涯過ごす方のトータルでの医療

費を比べた場合には、中山間地域の方のほうが

医療費が安いのではと考えます。現在、健康寿

命ということが言われていますが、都会から中

山間地域での生活に移ることで健康寿命を延ば

すというようなことが証明できれば、都会から

中山間地域への人の流れもつくれるのではと考

えます。 

 先ほどＴ型集落点検の話をさせていただきま

したが、集落にルーツのある方々に積極的に帰っ

ていただくために、引退後は生まれ育った集落

に帰ることが健康寿命を延ばすことになります

よというメッセージを送れないかと考えるとこ

ろです。 

 中山間地域で生活する方々の健康状況を調べ

た調査としては、こうち健康・省エネ住宅推進

協議会という組織が中山間地域に住む方の健康

状態を調べています。寒暖の差が激しい中山間

地域において、気密性が低い日本建築は冬は寒

く暖房代が高くつく。また、暖かい部屋から寒

い風呂場で服を脱ぐことは血圧の変動が激しく

なり命の危険さえあるという、いわゆるヒート

ショックの危険性を主張しました。つまり、中

山間地域の伝統的な日本建築に住むお年寄りは

寿命が短いというような結論です。この結論は、

伝統的な日本建築ではなく、気密性が高くて暖

房代が節約できるプレハブ住宅や都市部のマン

ションに住むことが健康寿命を延ばせるという

偏った情報提供です。個人的には、気密性が高

く金属屋根で熱の影響を受けやすい現在主流の

住宅は、夏場の熱中症やシックハウスなどでか

えって寿命を短くすることになるのではと感じ

ます。 

 人の健康を構成する要素には、食事、運動、

睡眠時間などに加えストレスや住環境などあら

ゆる要素が絡みますので、非常に難しいことは

承知しておりますが、都市での生活のほうが健

康寿命を延ばせるという主張が強く思える風潮

に、高知県が独自の根拠で反論することには意

義があるのではと考えるところです。 

 そこで、高知県の中山間地域で自家消費の野

菜を生産しながら生活している65歳以上の方々

を対象とした健康調査を行い、中山間地域での

集落に住む方々の健康寿命が都会の住民に負け

ない生活が送れるという証明ができるようなこ

とが考えられないか、健康政策部長にお聞きを

いたします。 

○山本健康政策部長 国の健康寿命の算出方法の

指針では、健康寿命の算出には調査地域の人口

は13万人以上が望ましいとされており、人口規

模がそれに満たない場合、健康寿命が極端に長
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くなったり短くなったりする可能性が高くなり、

精度自体に課題が生じるとされています。 

 県では来年度に、県民の生活習慣の状況や食

生活・栄養摂取状況などを把握するため、５年

に１度の調査である県民健康・栄養調査を実施

する予定ですが、市町村の人口規模が小さいた

め、地域ごとの健康寿命の算出は困難です。 

 委員のお話にありましたように、中山間地に

お住まいの方は健康的な生活をされていると思

いますが、一方で医療や介護が必要になった場

合は残念ながら中山間地を離れてしまう場合も

多くあります。在宅での療養が選択できる環境

を整備することで、住みなれた地域で安心して

暮らし続けられる高知県を目指して、引き続き

健康長寿県づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。 

○依光委員 ありがとうございます。 

 難しいということですが、在宅での介護の話

を進めていただくということは非常に大事だと

思っています。私も集落の方にお聞きをしたら、

町の病院に行ってしまって痴呆が進んでしまっ

たというような話も聞いて、やっぱり都会の住

みなれんところで全て看護師さんにやっていた

だくような環境になると、かえって体によくな

いんじゃないかと思うこともあります。 

 一方で、在宅での介護ができるんであれば、

地域とのコミュニケーションもとれますし、日

常の会話もふえれば当然認知症ということも防

げるんではないかと思うんで、そこでやっぱり

高知県独自でできんかなというのは自分の夢の

ような話かもしれません。田舎者というとばか

にするような言葉だと思うんですが、そして田

舎に帰るというと夢破れて帰るみたいなことが

あるんだと思うんですけれど、田舎に帰って健

康になるとか、健康のために帰るみたいなこと

ができればもっともっと違うような情報発信に

なるんかなと思いますんで、田舎に帰るという

のが本当にうらやましいね、寿命が延びそうで

すねみたいなことになればもっともっと違う話

になるんかなと思います。 

 次に行きたいと思います。 

 高知県は来年度から高知家健康パスポート事

業をスタートさせます。私はこの取り組みには

非常に期待をしておりまして、高知県が数字の

上でも日本一の健康長寿県となる大きな切り札

になると考えております。私は、この取り組み

については、パスポートを持った方々が自分の

健康状態について自分で管理できるような仕組

みづくりまで持っていかなくてはと考えるとこ

ろです。 

 他県の事例では健康パスポートの普及率が低

い事例もお聞きしますが、健康というのは空気

のようなもので、ふだんは気にとめず、病気に

なって初めて意識するというのが普通です。協

力店舗の割引サービスで金銭的なメリットが受

けられることは一定魅力的ではありますが、高

い入会金、年会費を払ってのスポーツクラブで

あっても、ほぼ利用せずに無駄にしてしまうと

いうことを考えると、金銭的メリットには限界

があると感じます。 

 シューズメーカーにナイキという会社があり

ますが、このナイキが「NIKE+ TRAINING CLUB」

という取り組みを行っています。この取り組み

はシューズメーカーの会社でありながらスポー

ツなどで体を動かすことの楽しさをお客さんに

提供するという企業理念に基づいており、健康

増進のアプリも提供しています。具体的には、

スマートフォンにアプリをダウンロードし、自

分で目標を設定してトレーニングをして記録に

残すというもので、健康を維持する仕組みとし

てはとてもすぐれたものであると感じます。例

えば高知県は、情報産業による産業振興につい

ても力を入れていますが、高知県の情報産業企

業と連携して健康づくりへのモチベーションを
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高めていくような仕組みづくりができないかと

考えるところです。 

 香美市物部町神池地区では、高知工科大学の

大学生が集落の高齢者にタブレットを無償配付

し、情報化技術を使った健康づくりについての

取り組みをスタートさせました。 

 個人的なアイデアとしては、新鮮な野菜をつ

くる農作業の運動量をタブレットに入力したり、

旬の野菜による料理を撮影して登録したりと、

中山間地域で生き生きと生活する高齢者の姿を

工科大生により分析していただき、中山間地域

での生活が健康によいというようなデータがと

れないかと考えるところです。農作業や山での

狩猟、川での魚釣りなど、高知の高齢者らしい

運動習慣も入力できれば話題性もあるのではと

思います。 

 そこで、健康パスポート事業とも連携した高

知県独自の健康増進アプリ開発について健康政

策部長にお聞きをいたします。 

○山本健康政策部長 健康パスポート事業の仕組

みづくりの中で、アプリによる健康管理、特に

若い方に気軽に活用していただくためのツール

という観点から開発を検討した経緯はあります

が、一定の経費や時間を要する上、メンテナン

ス上の課題などもあるため、まずは健康パスポー

トの普及に注力することにいたしました。 

 将来的には、健康パスポートの活用状況など

を踏まえて、アプリによるポイントの付与やパ

スポート自体の電子化なども含めて検討したい

と考えています。 

○依光委員 ありがとうございます。 

 このことなんですけれども、アプリ開発とい

うのは高知県の情報化産業の中でも取り組みを

進めていますんで、高知県が情報産業に取り組

む中の一つのアプリ開発――今コンテンツ産業

のアプリ開発というのが盛んなんですけれども、

やっぱり高知でシェアオフィスとかやられてい

る企業さんとかもあって、そういう企業さんと

連携して高知発の高知独自のアプリができたら、

高知の健康づくりはおもしろいということで、

またそれがいい意味で高知県の日本一の健康長

寿県の一つの目玉にもなるのかなと思って提案

させてもらったんですが、ビジネスコンテスト

とか、これから商工労働部のほう、産業振興推

進部のほうとかもいろいろやっていくんだと思

いますんで、ぜひともそういうところも検討し

ていただければと思います。 

 自分が思うのは、実用的な体力というのは中

山間のお年寄りの方って非常にお持ちかなと思

いますし、ふだん弱々しく見える方も、例えば

狩猟現場とか猟友会の皆さんの現場を見せても

らったら、物すごい量の山歩きをされて、まさ

に実用的な体力やなと。だから、スポーツクラ

ブでベンチプレスとかバーベルを上げるという

体力とは違うものが何か測定できればおもしろ

いんじゃないかなと思いますんで、また検討し

ていただければと思います。 

 次に、健康パスポート事業には県内各地の住

民が参加し、県民運動になることが期待されま

す。しかし、健康ポイントがスポーツ施設など

都市部に住む人々だけにしか使えないポイント

ばかりであれば、中山間地域の人にとっては余

り魅力的に映らないのではと感じます。 

 健康パスポート事業の大きな目的は、健康診

断の受診率向上もありますが、中山間地域に住

む方々は家から病院や診療所までの交通手段に

ついて御苦労を感じていらっしゃいます。そこ

で、中山間地域においては健康づくりイベント

への参加などに加え、中山間地域での農作業な

ども地区長さんなどの協力を得ながら、ポイン

トを付与する仕組みがつくれないかと思います。

さらに、そのポイントが病院へ行くためだけに

使える交通費割引券と交換できれば、農作業を

しながらポイントを獲得するパスポート利用、
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交通費補助を使っての検診率向上と一石二鳥に

なるのではと思います。 

 そこで、スポーツ施設など健康づくり施設が

少ない地域において、農作業などもポイントが

付与できるような仕組みづくり、交通費割引券

などと交換できる仕組みづくりができないか、

健康政策部長にお聞きをいたします。 

○山本健康政策部長 健康パスポート事業が目指

す県民の健康意識の向上と行動の定着化のため

には、県民の皆様に日々の生活の中で気軽で継

続的に健康づくりに取り組んでいただくことが

重要です。昨年の医療制度改革において、医療

費の適正化に向けた予防、健康づくりへの取り

組みが保険者の努力義務として位置づけられ、

市町村はインセンティブ事業を初め健康の保持

増進に資する取り組みが求められています。 

 市町村には、健康パスポートをプラットホー

ムとして地域の実情に応じた健康づくりの取り

組みを展開していただきたいと考えており、農

作業などを通じたポイントの交付などの仕組み

や病院に行くために使える交通費割引券などへ

の交換については、市町村の独自事業として検

討していただけるのではないかと思います。 

○依光委員 この健康パスポートですけれど、や

はり高知県全体でできんと意味がないんだと思

いますし、そういう意味で言ったら、高知市の

方が使いやすくて、中山間の方が使いにくいと

いうのはやっぱり残念だなと思います。 

 そういう意味において、さっきの健康づくり

の調査とも関連しますけれども、やっぱり中山

間の暮らしって健康的なんじゃないかというと

ころが何か見えるような形になってもおもしろ

いかなと思うし、実際ルーツが田舎にあって高

知市に住まれている方もおるんだと思うんです

が、スポーツクラブへ行くよりは農作業で体を

動かしたほうがいいんじゃないかとか、何か使

える形にしていただきたいと思いますし、ここ

はやっぱり市町村をどう口説き落とすかという

部長の力を見せていただければとも思いますが、

医療費の削減って本当に国の大きな問題だと思

いますし、この削減のためには投資もして、そ

のことによって全体として医療費が削減になれ

ばいいんだと思いますんで、そういう意味では

産業育成をしたりであるとか、いろんな工夫が

できるんじゃないかと思います。ぜひともよろ

しくお願いいたします。 

 次に、中山間地域に関連した質問の最後に、

病院の存続についての考え方についてお聞きを

いたします。 

 地域にとって病院の重要性は言うまでもない

ことですが、国は昨年６月15日に、2025年時点

の病院病床数を115万から119万床と現在よりも

16万から20万床減らす目標を示しました。国は、

この目標達成のために数字の上で病床数に余裕

が見える高知県に対して、病床数削減に向けた

圧力を強めてくるのではと危惧するところです。 

 高知県議会においても、県民にかかわりの深

い療養病床の機能分化については、県民の生活

を守る視点でしっかり議論して取り組んでほし

いと要請させていただいているところです。 

 そんな中、香美市の香長中央病院について、

昨年８月に病院廃止の危機に陥っているという

情報提供がありました。病院を経営する経営者

の間で訴訟が起こり、昨年７月に最高裁で受理

しないという決定がおりて、これから行われる

差し戻し審の結果待ちであるという内容です。 

 裁判所の判断によって、経営母体である医療

法人の社員がいなくなるという状況になること

が想定されており、今後、法人の解散による病

院の廃止のおそれがあります。裁判の経緯につ

いて詳細は語りませんが、多くの患者さんが療

養病床に入院していることも勘案して、病院の

廃止だけは避けるために力を尽くしていただき

たいと考えております。 
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 言うまでもありませんが、香美市の中山間地

域で生活する方々にとって、とても重要な施設

である香長中央病院の存続に向けての支援策に

ついて健康政策部長にお聞きをいたします。 

○山本健康政策部長 お話のありました民事訴訟

については、最高裁判所で上告不受理の判断が

なされ、現時点では控訴審である高松高等裁判

所の判決により高知地方裁判所に差し戻された

状態であると聞いています。係争中の案件に県

が直接関与することはできないものと考えてい

ます。 

 裁判が確定し、医療法人の社員がいなくなっ

たと認められる場合には、医療法人の解散事由

を定める医療法の規定に該当することになりま

す。医療法人が解散すると、当該病院の運営が

できなくなることから、県としては入院患者や

外来患者さんなどへの対応も含めて、地域が混

乱することのないよう、地元の香美市や医師会

などの関係者と協議しながら必要な対応をして

いくことになりますが、地域医療に混乱を生じ

させないという観点に立ち、訴訟の当事者双方

が真摯に協議されることを期待しています。 

○依光委員 ありがとうございます。 

 この件に関しては、私自身がお聞きしてから

半年が経過したということで、ある意味覚悟を

持って質問をさせていただきました。ここで取

り上げさせていただいたからには、私も責任感

を持って努力したいということを思っておりま

すので、ぜひとも御協力をよろしくお願いいた

します。 

 高知県の中山間の対策は、本当に日本に先駆

けていることが多いんだと思いますし、高知県

で課題を解決するということは本当に日本を救

うんだと自分は思っていますし、そういう意味

ではぜひとも私も努力しますし皆様方とともに

何とか中山間を維持するために頑張っていきた

いと思います。 

 次に、話題をかえて、伝統的な高知の技術を

残すという視点でお聞きをいたします。 

 まずは土佐打ち刃物です。土佐打ち刃物は、

国が指定する伝統的工芸品として土佐和紙とと

もに高知県において指定され、その歴史は鎌倉

時代後期までさかのぼることができ、日本刀と

同じ高品質の刃物鋼を用い、切れ味、耐摩耗性、

刃の粘りにすぐれ、山林用刃物を中心に、全国

に販売されています。この土佐打ち刃物業界は、

規模は小さいですが外貨を稼ぐ重要な産業で、

全国的に見ても重要なポジションを担っている

と感じます。 

 恥ずかしながら私も昨年知ったのですが、香

美市土佐山田町の鍛冶屋さんが、20年ごとに行

われる伊勢神宮の式年遷宮において重要な役割

を担っております。御杣始祭という木を切り出

す行事があるのですが、土佐打ち刃物のおのを

使っていただいているのです。同じように、諏

訪大社の御柱祭でも山田でつくられたおのが使

われています。このことは、土佐打ち刃物が山

林用刃物としては日本一である証明となってい

ます。 

 しかし、ライフスタイルの変化で、包丁を使っ

て料理をする機会が減ったりステンレス製のも

のにかわったり、また農林業でも最高級の打ち

刃物ではなく、安い刃物がホームセンターなど

を通じて販売されたりと、経営環境は厳しく、

他の産業と同様に深刻な後継者問題に直面して

います。 

 この土佐打ち刃物の技術を学ぼうと、香美市

や刃物組合に毎年数件の問い合わせがあります。

意欲ある方がおり、移住者を呼び込むという意

味でも非常に有望なのですが、受け入れる鍛冶

屋さんは、一人前に育てるには時間がかかり、

ひとり立ちして生計を立てるというのは至難の

わざだと受け入れにちゅうちょされており、鍛

冶屋のお弟子さんはふえていません。 
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 県は伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業

費補助金を導入し、後継者を受け入れた鍛冶屋

さんに補助を行っていますが、現場のお話をお

聞きしてみますと、師匠に当たる鍛冶屋さんが

御自分の製品をつくる時間を削り、材料費など

を自費で出したりと収入を減らす形で教えてい

る状況で、もう少し踏み込んだ応援ができない

かと考えるところです。 

 また、他県では越前打ち刃物を守るためにタ

ケフナイフビレッジという、鍛冶屋さんが共同

利用する工場と販売を併設した施設を整備した

事例があります。 

 そこで、高知県は土佐打ち刃物に関する支援

として、伝統的工芸品産業等後継者育成対策事

業費補助金について来年度はどのような改善を

行うのか、またタケフナイフビレッジのような

施設を整備しようとする際には支援する考えは

あるか、商工労働部長にお聞きをいたします。 

○原田商工労働部長 伝統的産業の後継者育成対

策の補助金につきましては、市町村や事業者の

方々と協議を行う中で、来年度から指導者、師

匠に当たる方への報酬、そして研修生の受け入

れ準備のための経費への助成を拡充してまいり

たいというふうに考えております。 

 また、お尋ねにありました共同利用する工場

と販売を併設した施設の整備につきましては、

整備を行う際の初期投資に加えましてその後の

維持・管理も大きな課題になってくると思いま

す。まずは関係者の皆様の意向をしっかりとお

聞きしまして、施設整備支援の要請がある場合

には、県としてどういった支援ができるのか、

検討させていただきたいと思います。 

○依光委員 来年度は３年目ということで、大分

踏み込んだ支援策をつくっていただいたと本当

にありがたく思っています。 

 先ほども言いましたけれど、やっぱり日本一

の山林用刃物ということも証明されていて、い

いものであることは間違いないんですが、なか

なか販売がうまくいかない。やっぱり時代の流

れもあるんだと思います。売れれば全て解決す

るというか、利益を上げて後継者もできるわけ

なんですけれども、なかなか売れる商品になっ

ていかないというジレンマがあって、私自身が

突破口と思っているのが、新しい職人さんが生

まれることによって、そこで新しい血が入った

りであるとか新しい知恵が業界に入ってくるこ

とこそが次につながるんではないかなと思って

いまして、非常に期待している取り組みです。 

 今、刃物の中で一番鯨ナイフというナイフが

売れていて、それは山林用刃物ではなくて実は

教育委員会によく使ってもらっているんです。

それは小学生が鉛筆を削るときにちょうどいい

形だということなんです。刃物というと危ない

といって今まで遠ざけてきたんだと思うんです

けれど、多少鉛筆を削りながら手を切ってしま

う、指を切ってしまうことはあるんだと思うん

です。けれど、刃物業界の方とお話ししている

ときに、人間と刃物の関係はずっと長かったん

だけれど危ないといって遠ざけるんではなくて、

教育のところでもそういうものを使うことによっ

てある意味人の痛みであるとかそういうことも

わかるんじゃないかというようなことで評価し

ていただいて、そういう形で売れるというよう

な状況もあります。 

 伝統技術というのは、どこでどうヒットする

かというのはわからなくて、産業観光というと

ころでも刃物というのはおもしろいかもしれな

いですし、あと刀剣女子というような何か刃物

に興味のある女性もふえてきたというような、

全く意味がわからないような世界なんですけれ

ど、そういう可能性もあるんですよね。 

 何で高知の土佐山田で打ち刃物を学びたいか

といったら、自由鍛造ということで、いろいろ

な刃物をつくれるという強みがあるんです。た
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だ、自分が悩ましいのはそれがなかなかヒット

商品がつくれないということで、来年度はまた

デザインであるとか販路とか、そういうアドバ

イザーの方等の支援も得ながらやっていきたい

と思いますし、やっている若手の方とかも海外

に出したりもしているんです。ですから、和紙

が、紙産業が注目されますが、刃物も忘れずに

ということでよろしくお願いいたします。 

 次に、土佐あかうしについてお聞きをいたし

ます。 

 私は、土佐あかうしも土佐の先人が努力を重

ねて生み出した他県に誇れる伝統技術の結集で

あると思っております。歴史をたどると、明治

時代に九州より移入された韓牛系統の牛をルー

ツに持ち、シンメンタール種や熊本県産褐毛牛

との交配など改良が行われ、昭和19年に褐毛和

種として認定されました。最近では、黒毛和種

に負けない人気を誇り、なかなかお目にかかれ

ない幻の牛として土佐あかうしの需要は高まっ

てきております。 

 香美市においては、秋の刃物祭りにおいて土

佐あかうしのバーベキューが長年にわたり人気

で、近年は土佐の豊穣祭との連携もあり、県内

外から多くのお客さんを呼び込んでいます。 

 土佐あかうしの増頭対策としては、来年度予

算で受精卵移植用乳用牛の貸付制度を全国に先

駆けて導入するなど、県の積極的な取り組みで

将来的には土佐あかうしを核とした産業クラス

ター化も期待されるところです。 

 そこで、高知県は土佐あかうしを核とした産

業クラスター化についてどのように取り組んで

いくのか、農業振興部長にお聞きをいたします。 

○味元農業振興部長 お話のございました土佐あ

かうしを核とした地域産業クラスターでござい

ますが、嶺北地域の地域アクションプランとい

たしまして株式会社れいほく未来、地元の３つ

の町、そしてＪＡが連携をして土佐あかうしの

生産から加工、そしてレストランなどの関連産

業を集積、拡大させるという計画でございます。 

 その核となります土佐あかうしは、飼育頭数

が大きく実は減少いたしておりますことから、

クラスター化を進めるためには何よりもまずそ

の増頭対策ということを強化することがポイン

トだと考えております。 

 お話にもございましたが、平成26年度からは

酪農家の乳牛にあかうしの受精卵を移植しまし

て肉用の土佐あかうしの増頭を図り、その分あ

かうしの母牛を温存すると、こういう形で土佐

あかうしの増頭を進めてまいりました。 

 来年度からは、県が乳牛を購入いたしまして

酪農家に貸し付けるということも行いまして、

この取り組みをさらに加速化していくというこ

とにいたしております。 

 こうしたことによりまして、飼育頭数は本年

度に底を打ちまして増加傾向に転じております

けれども、対策の効果が大きく出始めます平成

32年には現在より930頭ほど増加をいたしまし

て、約2,650頭――これは飼育頭数でございます

が――に増加をする見込みでございますし、ま

た市場に出ます枝肉の供給量も230頭ほど増加を

して約590頭になるという見込みでございます。

この実現に向けて、まずは全力を挙げて取り組

んでまいります。 

 その上で、こうした取り組みとあわせて加工

品の開発あるいは販路拡大に向けた戦略の検討、

あるいはそれに必要な加工施設の整備といった

ことも必要になってまいります。具体的な内容

は、今後２年ほどかけて検討していくというふ

うな状況だとお聞きをいたしておりますので、

実施主体の皆様方と十分議論をしながら、先ほ

ど言われましたクラスターの実現に向けて県も

一緒になって取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○依光委員 本当に県の取り組みが成果にあらわ
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れてきているということを言っていただいたん

だと思います。 

 私は、今後増頭が進めば大都市圏を中心とし

た外商の強化が必要となり、より高度な衛生管

理による食肉処理が求められると思います。し

かし、現在土佐あかうしが食肉処理されている、

高知市にある高知県広域食肉センターは施設の

老朽化が著しく、施設の改修や高度化が必要で

あると感じています。 

 そこで、高知県広域食肉センターについて土

佐あかうしを振興していく上でどのようにお考

えなのか、農業振興部長にお聞きをいたします。 

○味元農業振興部長 お話のございました広域食

肉センターは、土佐あかうしの振興はもとより

畜産業にとって大変重要な施設でございますけ

れども、大変老朽化が進んでいるという実態に

ございます。 

 この２月からは、そこを支えております関係

の市町村で構成をいたします広域食肉センター

あり方検討委員会が立ち上がりまして、今後の

あり方について検討が始まったところでござい

ます。県もオブザーバーとして参加をしてほし

いと、こういう御要請をいただきましたので副

部長が参加をいたしまして議論をともにさせて

いただいているところでございます。 

 県は、今後検討会の結果を踏まえまして、支

援なども含めて適切に対応していきたいと考え

ております。 

○依光委員 先ほどおっしゃられたとおり、市町

村が現在は運営、分担金を支払って運営してい

る組織だと思います。今、あり方検討委員会と

いうところで議論がされていると思うんですが、

私自身が思うのは、市町村が広域で集まって今

の高知県広域食肉センターを運営しているわけ

なんですが、やはり温度差が出てきているんじゃ

ないかなと。嶺北のほうはどんどん牛がふえて

いる状況はあるんだと思いますが、市町村によっ

ては牛がいない市町村、そこは分担金を払うと

なるとやっぱりなかなかまとまっていかんのじゃ

ないか。そういう意味でいったら、やはり食肉

を加工するというところは絶対に高度化しない

と。あかうしを高く売っていく、品質、価格、

県外商品と戦うためには絶対必要だと思ってい

ます。 

 そんなときに、沖縄の沖縄県食肉センターと

いうところは株式会社で運営していまして、Ｊ

Ａでありますとか沖縄県、民間企業が出資をし

てやっている組織です。 

 そういうことを考えますと、今のやり方より

は機動力とか海外に売っていくということも視

野に入れたら、やはり高度な施設は必要である

し意思決定もそれなりにスムーズにできるほう

がいいのではないかなと思います。あり方検討

委員会というところで議論がされるんだと思い

ますが、ぜひともあかうしを伸ばして、中山間

の本当にいい雇用の場、所得の場になると思い

ますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 最後に、伝統的な土佐建築技術についてお聞

きをいたします。 

 これまでの県議会でも土佐の建築文化につい

てお話をさせていただき、技術継承に向けて高

知県にも応援をいただいております。しかし、

建築基準法という戦後復興時につくられた法律

により、日本の伝統的な建築技術を持つ大工さ

んにとってはやはり難しい時代となっておりま

す。 

 例を挙げれば、大工さんが建てた誇りある古

民家が、今の建築基準法で見れば耐震基準が満

たされておらず、改修を求められるということ

が多くあります。そもそも戦後復興の建築基準

法は粗悪な住宅を規制するという観点から、3.5

寸角という細い柱で組み、接合部を金物で補強

し、間柱や筋交いを入れ、構造材ごと壁で覆う

という工法です。 
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 一方、土佐の伝統技術に根差した建物は、４

寸から５寸角というような太い柱材をがっちり

と組み上げます。そもそも金属が貴重品の時代

からある構法なのですから、補強材としての金

物はなく筋交いもありません。高度な技術を持っ

た職人が矛盾を感じながら耐震化のために金物

を使うというのは残念です。 

 さて、高知県では、高知県の木の需要喚起を

目指して、こうちの木の住まいづくり助成事業

による政策を進めており、昨年度も県産材を活

用した木造住宅への支援が年間384棟の実績を

上げるなど、このこと自体は非常に喜ばしいこ

とです。ただ、補助金の活用については、県内

の事業者ではありますが工務店や設計士が取り

組んでいる物件が多く、さきにお話ししました

地元に根差した大工さんなどにはこうした助成

事業の内容がしっかりと伝わらず、結果として

活用できていないと感じています。 

 こうした大工さんによる補助金の活用がふえ

れば、地元の材を直接活用する機会も高まり、

さらには地元の製材業の活性化にもつながるこ

とから、地域の木材で家を建て、地域でお金が

回ることになると考えます。 

 そこで、県産材の活用とあわせて建築に関す

る土佐の伝統技術を継承することにもなり、さ

らには中山間の活性化にもつなげていく非常に

大切なこととして、地元の大工さんにもよりこ

うちの木の住まいづくり助成事業を活用してい

ただけるような取り組みが必要であると考えま

すが、林業振興・環境部長にお聞きをいたしま

す。 

○大野林業振興・環境部長 こうちの木の住まい

づくり助成事業について、県ではこれまで説明

会や県のホームページなどにより制度の紹介や

関係書類の作成方法などについて周知を行って

まいりました。 

 しかし、地元で頑張っておられる大工さんの

中には、木材の合法証明や現場写真の撮影など

申請に関する書類作成について煩雑だと感じて

おられる方、また木材を天然乾燥したものは補

助の対象にならないなどの誤解があるなど、制

度の内容が十分に伝わっていないところも見受

けられました。 

 今後は、市町村や建設労組のような関係団体

と連携し、事業への理解を深めていただくため

の説明会や個別の相談を受ける機会を設けるな

ど、きめ細やかな対応を行い、より多くの大工

さんがこの制度を活用できるよう取り組んでま

いります。 

○依光委員 ありがとうございました。 

 この制度を地元の大工さんも使えることが余

り認識されていないということは自分も問題に

感じていまして、昔の大工さんというのはやっ

ぱり職人かたぎのところもあって、何か残念や

なとすごく思っています。 

 ただ、木の価値を一番わかっている方は昔の

伝統技術を持っている大工さんだと思っていま

す。今、板材であるとか柱材の値段がなかなか

上がってこんというところで、やっぱり需要が

なかなか伸びないと、そういう意味で言うと、

外材が多いからということなんでしょうけれど、

外材の細い柱で今の建築基準法の中でプレハブ

住宅を建てると。気密性のある家がいいんだと

いうことで、日本建築というとやっぱり冬は寒

いんです。ただ、夏は涼しいんですよね。だか

ら、いいところ悪いところで言ったら、やっぱ

り日本の伝統的なところが日本人の健康にもい

いんだと思いますし、最近の話題で言ったら、

梼原のゆすはら座を見た隈研吾さんがあそこで

インスピレーションを得て、今度の新国立競技

場までつくるに至るということはやっぱり木そ

のものの素材の力、大工さんの力だと思うんで

す。やっぱりそういうところを高知県もしっか

り大事にしていただきたいし、そうすることが
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地域にお金が回ってくることになるんだと思い

ます。しっかり私も宣伝もしていきますんで一

緒になってやっていただきたいと思います。 

 用意しておりました質問の全部のお答えをい

ただきましたので、私の一切の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

○桑名委員長 以上をもって、依光委員の質問は

終わりました。 

 

――――  ―――― 

 

○桑名委員長 以上をもちまして、本委員会の質

疑並びに一般質問を終了いたします。 

 委員並びに執行部、報道関係各位におかれま

しては、長時間にわたりまことに御苦労さまで

ございました。 

 予算委員会は、平成８年２月定例会から始

まってちょうど20年を迎え、この間提出された

予算案などについてさまざまな視点から一問一

答方式による質問を行い、議会の活性化に貢献

してきたところでございます。 

 一問一答方式による質問につきましては、来

年度から本会議に場を移しましてさらなる議会

の活性化を図ることとなり、今回が最後の予算

委員会となりました。20年間にわたり関係者の

皆様には大変お世話になり、ありがとうござい

ました。 

 また、今年度をもって退職される方々には、

今後ますますの御活躍を御期待申し上げるとこ

ろでございます。 

 これをもちまして、平成28年２月定例会の予

算委員会を閉会いたします。 

   午後４時46分閉会 
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